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1. 法人が必要と認める職種で正職員として勤務する者

2. 奨学金の返済義務を負っている者

3. 法人で一定期間勤務する意思を有する者

4. 法人との面接および選考を経て、 支援対象者としての

    適格性が認められた者
　　　　　＊上記すべての要件を満たす方が対象です

やすらぎ園は地元に密着して 40 年以上の
伝統と実績。 17 の事業を展開しています。
ネットワークで高齢者を支援いたします。

新卒入社だけではなく、中途入社の方も対象のため、介護福祉の仕事へ転職を考えている方も大歓迎です。

社 会 福 祉 法 人

旭福祉会 （やすらぎ園）

奨学金返済支援制度を活用して旭福祉会で働きませんか？

毎月の奨学金返済を旭福祉会が肩代わり！

年額 最大３６万円の支援

〒289-2511　千葉県旭市イ３９２５番２

お問い合わせはお電話で

0479-63-9011
　　　　担当　高野 ・ 丸山


